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はじめに
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本ドキュメントの内容
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス（以下、軽自動車OSS）において、軽自動車OSS申請（継続

検査手続）に係る申請内容の補正を、軽自動車OSSポータルサイト（以下、ポータルサイト）にて行うための
手順を記したものです。

改版履歴

お問い合わせ先
℡：050－3364－0800（軽自動車ＯＳＳ専用ダイヤル）

改版日付 ヴァージョン 内容 適用日付

2019.05.07 Ver1.0 初版 2019.05.07

2019.07.19 Ver1.1 「1.主な補正通知理由と対処例」に項番9および10を追加 2019.07.19

2022.04.01 Ver1.2 画面申請のサービス開始に伴う更新 2022.04.01

2022.05.30 Ver1.3 動作保証OS、および、動作保証ブラウザの拡張に伴う更新 2022.05.30

2024.01.04 Ver1.4 自動車検査証の電子化に伴う更新 2024.01.04
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注意事項：

軽自動車検査協会事務所等からの補正指示がある場合、補正申請が可能な期間は、審査担当者から補正の指示
がなされた日から15日間となります。

期間内に補正申請を行わない場合は、申請が却下になるため、補正申請は上記のとおり定められた期間内に実
施してください。

『状況照会』画面を確認して、 「補正」の通知等情報がある場合において、補正申請が可能です。
『状況照会』に関する詳細は、『【画面申請】申請状況照会の操作手順』もしくは『【一括申請】申請状況照会の操

作手順』をご参照ください。



1.主な補正通知理由と対処例

4

項番 通知理由 対処例

1 申請された車両の車台番号に紐づく保
安基準適合証が2つ以上取得された場
合

本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、使用する保安基準適合証の
事業場のIDおよび番号を入力して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

2 申請された車両の車台番号に紐づく保
安基準適合証が見つからない場合

使用可能な保安基準適合証を、登録情報処理機関システムに登録してくだ
さい。
その後、本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、補正の入力が可能な項目は
ありませんので、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

＊項番1の「申請された車両の車台番号に紐づく保安基準適合証が2つ以上
取得された場合」の対処により、保安基準適合証の事業場のIDおよび番号を
入力して補正申請を行った後に、「申請された車両の車台番号に紐づく保安
基準適合証が見つからない場合」の理由による通知がされた場合は、手順４．
④において、有効な保安基準適合証の事業場のIDおよび番号を入力してくだ
さい。

＊登録情報処理機関システムに登録した保安基準適合証情報が、軽自動
車OSSで使用可能になるまでには一定の時間が掛かるため、補正申請後に
再び同様の補正が通知される場合があります。
この場合、時間をおいてから再度補正申請を行ってください。

3 申請された車両の車台番号に紐づく保
安基準適合証が既に使用済み（検査
記録済）である場合

補足：

継続検査手続の申請に対する、主な補正の通知理由とその対処例を示します。
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項番 通知理由 対処例

4 取得した保安基準適合証に紐づく自賠
責が見つからない場合

保安基準適合証を変更するか、使用可能な自賠責を登録情報処理機関シス
テムに登録してください。
その後、本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、補正の入力が可能な項目はな
いため、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

＊登録情報処理機関システムに登録した保安基準適合証情報または自賠責
情報が、軽自動車OSSで使用可能になるまでには一定の時間が掛かるため、
補正申請後に再び同様の補正が通知される場合があります。
この場合、時間をおいてから再度補正申請を行ってください。

5 取得した保安基準適合証に紐づく自賠
責の区分が「紙」である場合

登録情報処理機関システムにて、自賠責の区分を「電子」に変更してください。
その後、本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、補正の入力が可能な項目はな
いため、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

＊登録情報処理機関システムに登録した保安基準適合証情報または自賠責
情報が、軽自動車OSSで使用可能になるまでには一定の時間が掛かるため、
補正申請後に再び同様の補正が通知される場合があります。
この場合、時間をおいてから再度補正申請を行ってください。

6 申請された車両の車両番号と保安基準
適合証の車両番号が不一致の場合

・保安基準適合証の車両番号が誤っている場合
登録情報処理機関システムにて、保安基準適合証を変更してください。
その後、本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、補正の入力が可能な項目はな
いため、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

・申請された車両の車両番号が誤っている場合
一度、申請を取り下げた後、車両番号を修正して、再申請を行ってください。
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項番 通知理由 対処例

7 更新後の自動車検査証の有効期間が
短縮される期間に検査ファイルへの記録を
行った場合

・有効期間を短縮して更新する場合
本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、有効期間に係る確認欄で「は
い」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

・有効期間を短縮することなく更新する場合
保安基準適合証および自賠責の有効期間に留意して、有効期間が短縮され
ない期間まで待ってから補正申請を行うか、申請を取り下げて再申請を行ってく
ださい。

8 放置違反金等の滞納が確認された場合 放置違反金等の納付を行っていることを確認してください。
納付の事実が確認できた後、本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、放置違反金等に係る確認欄で
「はい」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。
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項番 通知理由 対処例

9 自動車検査証の再交付後に継続検査
が行われた場合

自動車検査証の欄外左上の「番号」、欄外右上の「年月日」を、補正通知等
により得た「番号」、「年月日」と照合した結果、

・「番号」、「年月日」ともに一致する（最新の自動車検査証である）場合
本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、補正の入力が可能な項目はな
いため、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

・「番号」、「年月日」が一致しない（最新の自動車検査証でない）場合
最新の自動車検査証が必要です。一致する自動車検査証が見つからない場
合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会事務所等の窓口で、
自動車検査証の再交付申請を行い、最新の自動車検査証を入手してください。
その後、本操作手順書に従い、補正申請を行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、補正の入力が可能な項目はな
いため、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。
＊再交付申請を行っているため、再度、補正が通知されることがあります。
この場合、最新の自動車検査証かどうかを再度確認した後、補正申請を行って
ください。

10 保安基準適合証の最終検査申請日に、
設定されるべき日より前の日付が設定さ
れている場合

保安基準適合証の内容を確認した後、本操作手順書に従い、補正申請を
行ってください。
補正申請を行う際には、手順４．④において、補正の入力が可能な項目はな
いため、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

＊保安基準適合証の内容が誤っている場合には、保安基準適合証を訂正し、
登録情報処理機関システムへ登録した後、補正申請を行ってください。
登録情報処理機関システムに登録した保安基準適合証情報が、軽自動車
OSSで使用可能になるまでには一定の時間が掛かるため、補正申請後に再び
同様の補正が通知される場合があります。
この場合、時間をおいてから再度補正申請を行ってください。
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項番 通知理由 対処例

11 申請内容が、記録等事務代行者による
交付（返付）を行える条件を満たしてい
ない場合

軽自動車検査協会事務所等の窓口での交付（返付）に切り替えてください。
本操作手順書の手順４．④において、「軽自動車検査協会事務所等による
交付（返付）に切り替える」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

12 指定した記録等事務代行者に代行権限
が無い場合

別の記録等事務代行者を指定するか、軽自動車検査協会事務所等の窓口
での交付（返付）に切り替えてください。

・別の記録等事務代行者を指定する場合
本操作手順書の手順４．④において、「代行交付が可能である記録等事務
代行者を指定する」を選択してください。選択後、記録等事務代行者の委託番
号を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

・窓口での交付（返付）に切り替える場合
本操作手順書の手順４．④において、「軽自動車検査協会事務所等による
交付（返付）に切り替える」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。
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① 補正内容を確認のうえ、「申請を補正する」ボタンをクリックして、『補正 ログイン 継続検査』画面を開きま
す。
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補足：

『補正 ログイン 継続検査』画面は、ポータルサイトのトップページよりアクセスすることも可能です。

この場合は、ポータルサイト（https://www.k-oss.keikenkyo.or.jp）にアクセスし、メニューの「事前の準
備が整った方」から、「画面申請の方」 もしくは「一括申請の方」にある「申請した内容の補正を行う」を選
択すると、『補正 ログイン』画面が表示されます。

『補正 ログイン』画面にて、受付番号を入力し、「次へ」ボタンをクリックするとアクセスできます。



3.補正ログイン

11

② 『補正 ログイン 継続検査』画面にて、「申請用パスワード」欄に、初回申請時に入力（設定）したパスワード
を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。



4.補正箇所の確認と入力

12

③ 『補正 検査申請の入力 継続検査』画面にて、指示された補正箇所を確認します。
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④ 指示された補正箇所に対応した入力項目について、補正内容に応じた値を入力または選択します。
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⑤ 「次へ」ボタンをクリックします。
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⑥ 『補正 検査申請の確認 継続検査』画面にて、入力内容の確認を行います。
入力内容に間違いがなければ、画面下部の「申請書入力内容を確認しました。この内容で間違いありません。」に
チェックのうえ、「次へ」ボタンをクリックします。
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補足：

入力内容の修正が必要である場合は、「修正」ボタンをクリックし、再度手順４．④から操作を行ってください。
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⑦ 『補正 電子署名付与・送信 継続検査』画面にて、使用する電子証明書を選択します。
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申請者が個人の場合（マイナンバーカードに格納される署名用電子証明書を使用する場合）

⑦ -１ マイナンバーカードをICカードリーダにセットし、赤枠[1]の「ICカード」にチェックを入れます。

⑦ -２ 「電子署名と送信」ボタンをクリックします。

1
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⑧ 表示された「Webページからのメッセージ」の内容を確認し、「OK」ボタンをクリックします。
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⓽ パスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。
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申請者が法人または行政書士の場合（商業登記に基づく電子証明書または行政書士電子証明書を使用する場合）

⑦ -１ 赤枠[1]の「商業登記に基づく電子証明書又は行政書士電子証明書」にチェックを入れます。

⑦ -２ 「電子署名と送信」ボタンをクリックします。

1
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⑧ 表示された「Webページからのメッセージ」の内容を確認し、「OK」ボタンをクリックします。
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⓽ -１ 使用する電子証明書ファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。
⓽ -２ パスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。
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⑩ 補正申請が正常に到達した場合は、『補正 到達確認 継続検査』画面が表示されます。
申請状況を確認する場合は、「状況照会」ボタンをクリックします。
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補足：

「内容保存」ボタンをクリックすると、『補正 検査申請の確認 継続検査』画面の内容を保存することができ
ます。


